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令和元年度香川県広域水道企業団人事行政の運営等の状況について 

 

 地方公務員法（昭和25年法律第26 1号）第58条の２及び香川県広域水道企業団人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例（平成30年香川県広域水道企業団条例第10号）第２条の規定に基づき、令和元年度の香川

県広域水道企業団の人事行政の運営等の状況の概要を公表します。 

 

                          令和２年９月30日 

                          香川県広域水道企業団企業長 浜 田 恵 造 

 

Ⅰ 職員の任免及び職員数に関すること   

 １ 職員の任免 

   令和元年度において、香川県広域水道企業団の職員は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第29 2条

において準用する同法第25 2条の17の規定により、企業団の構成団体である香川県内の地方公共団体か

ら派遣されており、職員の採用や退職などの任免については、派遣元団体で行っています。 

   香川県広域水道企業団職員定数条例（平成29年香川県広域水道企業団条例第４号）に定める定員は、

52 9人となっています。 

  

 ２ 職員の競争試験及び選考の状況 

   香川県広域水道企業団では、令和２年４月１日に採用する職員の競争試験及び選考を実施しました。 

 （１）実施状況 

    競争試験 

級別 試験区分 
申込者数 受験者数 合格者数 競争率 

男 女 計 男 女 計 男 女 計  

大学卒業程度 
事務 12 7 19 10 5 15 0 1 1 15.0 

電気 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - 

短大卒業程度 
電気 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

土木 0 2 2 0 2 2 0 0 0 - 

高校卒業程度 土木 3 1 4 3 1 4 1 1 2 2.0 

    選考 

級別 試験区分 
申込者数 受験者数 合格者数 競争率 

男 女 計 男 女 計 男 女 計  

職務経験者型 電気 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2.0 
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 （２）主な受験資格及び試験等の方法 

    競争試験 

級別 主な受験資格 試験等の方法 

大学卒業程度 次の①又は②の資格を満たす者 

①平成２年４月２日から平成10年４月１日ま

でに生まれた者 

②平成10年４月２日以降に生まれた者で、学

校教育法による大学（短期大学を除く。）を

卒業した者若しくは令和２年３月31日までに

卒業する見込みの者又はこれらに相当する資

格を有すると企業長が認める者 

筆記試験(教養試験、専門試験) 

個別面接 

短大卒業程度 平成８年４月２日から平成12年４月１日まで

に生まれた者。ただし、学校教育法による大

学（短期大学を除く。）を卒業した者若しく

は令和２年３月31日までに卒業する見込みの

者又はこれらに相当する資格を有すると企業

長が認める者を除く。 

筆記試験(教養試験、専門試験) 

個別面接 

高校卒業程度 平成10年４月２日から平成14年４月１日まで

に生まれた者。ただし、学校教育法による高

等専門学校、短期大学（２年制以上のもの）

若しくは大学（短期大学を除く。）を卒業し

た者若しくは令和２年３月31日までに卒業す

る見込みの者又はこれらに相当する資格を有

すると企業長が認める者を除く。 

筆記試験(教養試験、専門試験) 

個別面接 

    選考 

級別 受験資格 試験等の方法 

職務経験者型 民間企業、公的機関等（本社・本庁所在地は

問わない。）における電気設備関係の設計・

施工管理の職務経験が一定年数以上ある者 

筆記試験(教養試験) 

個別面接 

 

 

 ３ 職員数 

 (１) 職員数 

    平成31年４月１日現在の臨時的任用職員及び非常勤嘱託職員を除いた一般職に属する職員の数は、

46 4人です。 
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 (２) 構成団体ごとの職員数（平成31年４月１日現在 単位：人） 

 

 (３) 年齢別職員構成の状況（平成31年４月1日現在） 

   

         20  20  24  28  32  36  40  44  48  52  56  60 

         歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳 

         未  か  か  か  か  か  か  か  か  か  か  以 

         満  ら  ら  ら  ら  ら  ら  ら  ら  ら  ら  上 

            23  27  31  35  39  43  47  51  55  59   

            歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳  歳   

（単位：人） 

 

Ⅱ 職員の人事評価に関すること  

香川県広域水道企業団の職員は、地方自治法第29 2条において準用する同法第25 2条の17の規定により、

企業団の構成団体である香川県内の地方公共団体から派遣されており、職員の人事評価については、それ 

ぞれの派遣元団体の規程に基づき、派遣元が実施しております。 
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Ⅲ 職員の給与に関すること   

 １ 一般職 

   香川県広域水道企業団の職員は、地方自治法第29 2条において準用する同法第25 2条の17の規定によ 

り、企業団の構成団体である香川県内の地方公共団体から派遣されており。職員の給与については、そ

れぞれの派遣元の規程に基づいて支給されています。 

 (１) 水道事業会計決算（令和元年度決算見込み） 

   （注）１ 職員給与費には退職給付費を含まない。 

      ２ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費487,041千円を含まない。 

   （注）１ 職員手当には退職給付費を含まない。 

２ 職員数は、令和２年３月31日現在の人数である。 

 

 (２) 工業用水道事業会計決算（令和元年度決算見込み） 

   （注）１ 職員給与費には退職給付費を含まない。 

      ２ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費5,506千円を含まない。 

   （注）１ 職員手当には退職給付費を含まない。 

２ 職員数は、令和２年３月31日現在の人数である。 

 

 (３) 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況 

（平均年齢は平成31年４月１日時点、金額は決算見込み額ベース） 

   （注）１ 基本給とは、職員の給料、扶養手当及び地域手当の合算額である。 

      ２ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。                                      

区 分 

 

総費用 Ａ 純損益 

 

職員給与費 Ｂ 総費用に占める  

職員給与費比率 Ｂ／Ａ 

令和 

元年度 

20,300,597 

千円 

4,013,289 

千円 

2,433,453 

千円 

12.0 

％ 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 B/A 給  料 職員手当    期末･勤勉手当 計 Ｂ 

令和 

元年度 

452 

人 

1,752,251 

千円 

405,635 

千円 

762,607 

千円 

2,920,493 

千円 

6,461 

千円 

区 分 

 

総費用 

Ａ 

純損益 

 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 Ｂ／Ａ 

令和 

元年度 

580,741 

千円 

193,494 

千円 

44,055 

千円 

7.6 

％ 

区 分 

 

職員数 

Ａ 

給     与     費 一人当たり 

給与費 B/A 給  料 職員手当    期末･勤勉手当 計 Ｂ 

令和 

元年度 

９ 

人 

30,360 

千円 

6,389 

千円 

12,812 

千円 

49,561 

千円 

5,507 

千円 

平均年齢 基本給 平均月収額 

43.9歳 344,856 円 533,101 円 
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 (４) 一般行政職の級別職員数の状況（平成31年４月１日現在） 

 

       １級   ２級   ３級  ４級   ５級  ６級   ７級  ８級  ９級 

 

  （注） 各構成団体の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

 

 (５) 職員の手当の状況 
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10%

15%
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区 分 職員数 構成比 

１ 級        60 人         13.0 ％ 

２ 級        39 人          8.4 ％ 

３ 級        90 人         19.4 ％ 

４ 級       130 人         28.0 ％ 

５ 級        89 人         19.2 ％ 

６ 級        40 人          8.6 ％ 

７ 級        13 人          2.8 ％ 

８ 級        2 人          0.4 ％ 

９ 級        1 人          0.2 ％ 

計       464 人         100  ％ 

手当名 支給実績 （令和元年度決算見込み） 

  管理職手当         50,169 千円 

  扶養手当         60,172 千円 

  地域手当         64,962 千円 

住居手当         26,659 千円 

通勤手当         37,099 千円 

特殊勤務手当          4,590 千円 

単身赴任手当           744 千円 

時間外勤務手当         127,636 千円 
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 ２ 特別職（平成31年４月１日現在） 

  (注) ※の副企業長は、企業長が指定する副企業長であり、構成団体の首長等と兼務していない。 

 

Ⅳ 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること   

 １ 勤務時間（平成31年４月１日時点） 

 (１) 通常勤務 

 (２) 交代制勤務 

休日勤務手当          5,114 千円 

夜間手当          6,910 千円 

宿日直手当          6,893 千円 

管理職特別勤務手当           136 千円 

期末手当及び勤勉手当         775,419 千円 

区     分 給料額等 

 

給 料 

 

   企業長 

   副企業長 

  ※副企業長 

     年額  50,000 円  

     年額  30,000 円  

     月額  650,000 円  

 

報 酬 

   議 長 

   副議長 
   議 員 

   監査委員 

     年額  30,000 円  

     年額  20,000 円  
     年額  20,000 円  

     月額  100,000 円  

期末手当   ※副企業長 （令和元年度支給割合） 3.4 月分 

開 始 時 刻 午前８時30分 

終 了 時 刻 午後５時15分 

休 憩 時 間 60分（正午～午後１時） 

週 休 日 土曜日、日曜日 

１週間の正規の勤務時間 38時間45分 

勤務場所 区分 勤務時間の割振り 休憩時間 摘要 

御殿浄水場 

浅野浄水場 

日勤１ 午前８時30分から午後５時15分まで

（休憩時間を除く。） 

正午から午後１時まで  

日勤２ 午後１時から午後２時まで  

日勤３ 正午から午後１時まで 普通日勤 

夜勤１ 午後５時から翌日の午前９時まで 

（休憩時間を除く。） 

翌日の午前０時から午前１時まで  

夜勤２ 翌日の午前１時から午前２時まで  

綾川浄水場 日勤１ 午前８時30分から午後５時15分まで

（休憩時間を除く。） 

午前11時30分から午後０時30分まで  

日勤２ 午後０時30分から午後１時30分まで  

日勤３ 正午から午後１時まで 普通日勤 

夜勤１ 午後４時から翌日の午前９時30分ま

で（休憩時間を除く。） 

午後７時から午後７時15分まで、翌

日の午前０時から午前１時まで及び

翌日の午前６時30分から午前７時15

分まで 

 

夜勤２ 午後７時15分から午後７時30分まで

翌日の午前１時から午前２時まで及
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 ２ その他の勤務条件 

   香川県広域水道企業団の職員は、地方自治法第29 2条において準用する同法第25 2条の17の規定によ

り、企業団の構成団体である香川県内の地方公共団体から派遣されており、職員の休暇等については、

それぞれの派遣元の規程に基づき運用しています。 

 

Ⅴ 職員の休業に関すること 

  香川県広域水道企業団の職員は、地方自治法第29 2条において準用する同法第25 2条の17の規定により、

企業団の構成団体である香川県内の地方公共団体から派遣されており、職員の休業については、それぞれ 

の派遣元の規程に基づき、派遣元が実施しています。 

 

Ⅵ 職員の分限及び懲戒処分に関すること   

  香川県広域水道企業団の職員は、地方自治法第29 2条において準用する同法第25 2条の17の規定により、

企業団の構成団体である香川県内の地方公共団体から派遣されており、職員の分限及び懲戒処分について 

は、それぞれの派遣元の規程に基づき、派遣元が実施しています。 

 

Ⅶ 職員の服務に関すること   

  香川県広域水道企業団の職員には、香川県広域水道企業団の服務に関する規程が適用され、法令等及び

上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守る義務、職務に専念する

義務、営利企業等の従事制限などさまざまな制約が課されています。ただし、職務の公正を害する恐れが

ないなど一定の基準を満たす場合に、例外的に企業長の許可を得て、限定的に営利企業等に従事すること

ができ、令和元年度の許可事案は７件です。 

 

Ⅷ 職員の退職管理に関すること   

  香川県広域水道企業団の職員は、地方自治法第29 2条において準用する同法第25 2条の17の規定により、

企業団の構成団体である香川県内の地方公共団体から派遣されており、職員の退職管理については、それ 

ぞれの派遣元の規程に基づき、派遣元が実施しています。 

 

Ⅸ 職員の研修に関すること   

  香川県広域水道企業団の職員は、地方自治法第29 2条において準用する同法第25 2条の17の規定により、

企業団の構成団体である香川県内の地方公共団体から派遣されており、職員の研修については、それぞれ 

の派遣元の規程に基づき、派遣元が実施しています。 

 

Ⅹ 職員の福祉及び利益の保護に関すること   

  香川県広域水道企業団の職員は、地方自治法第29 2条において準用する同法第25 2条の17の規定により、

企業団の構成団体である香川県内の地方公共団体から派遣されており、職員の福祉については、それぞれ 

の派遣元の規程に基づき、派遣元が実施しています。 

 

び翌日の午前７時15分から午前８時

まで 


